
飲酒運転を助長する行為は、運転していなくても厳罰です！
① ③
車両提供罪

飲酒運転する者に
車両を提供すること

② 酒類提供罪

②
酒類提供罪

飲酒運転する者に
酒を提供すること

同乗罪

飲酒運転する者の
車両に同乗すること

刑事罰
行政罰

の対象です！！

①②③いずれも

周辺者三罪知ってますか？周辺者三罪知ってますか？

少しの距離だから
大丈夫

ダメです！！
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